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特定非営利活動法人の条例指定制度に係る手続の改正について 

１ 条例指定制度の概要  

（１）制度導入までの経過

   平成23年６月 地方税法の一部改正により「条例指定制度」創設（導入可否は各自治体の判断） 

   平成24年７月 川崎市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人の基準等に関する

条例（平成24年川崎市条例第29号。以下「基準条例」という。）施行（＝条例指定制度導入） 

   平成24年12月 川崎市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を定める条例（平

成24年川崎市条例第53号。以下「指定条例」という。）施行 

（２）本市の制度目的

   地方税法に規定により個人の市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）

に関する基準、手続等について定め、市民から特定非営利活動法人に対する寄附の機運を醸成することにより、

市民による相互支援を促進し、もって市内における特定非営利活動の健全な発展を図ること(基準条例第1条)。 

【条例指定制度の枠組み】

指定条例別表（H28.11.1現在）

法人名称 主たる事務所の所在地 

１ 特定非営利活動法人キーパーソン２１ 
中原区新丸子東３丁目１，１００番地１２かわさき市民
活動センターブース番号１ 

２ 特定非営利活動法人スマイルオブキッズ 横浜市南区六ツ川４丁目１，１２４番地２ 

３ 特定非営利活動法人秋桜舎 多摩区三田２丁目５番地３ 

４ 特定非営利活動法人ぐらすかわさき 中原区新城５丁目２番１３号 

５ 特定非営利活動法人あさお市民活動サポートセンター 麻生区上麻生１丁目１１番５号 

６ 特定非営利活動法人かわさき市民アカデミー 中原区今井南町２８番４１号 

２ これまでの指定状況等  

  ・現在６団体を指定しているが、年度別の指定件数の推移としては減少傾向 

（平成24年度：２件、平成25年度：３件、平成26年度：１件、平成27年度：１件、指定取消１件） 

３ ＮＰＯ法人活動促進に関する施策の方向性  

（１）「川崎市市民活動支援指針改訂検討委員会報告書」及び「川崎市協働・連携の基本方針」

  ・市民活動団体に対する新たな支援手法の開発・活用の推進（H26.11市民活動改訂検討委員会報告書） 

  ・協働・連携の担い手となる主体の基盤強化及び活動の支援（H28.3協働・連携の基本方針） 

（２）総合計画「ＮＰＯ法人活動促進事業」

  ・ＮＰＯ法人への寄附促進に向けた情報発信や法人運営の基盤強化の支援等の取組の推進 

   ⇒成果指標として「市内認定・条例指定ＮＰＯ法人数」（平成３７年度までに３０団体以上）を設定 

４ 特定非営利活動促進法（ＮＰＯ法）の一部改正  

  ・ＮＰＯ活動の一層の健全な発展を図るとともに、ＮＰＯ法人の運営の透明性を確保するため次の改正。 

  ・公布：平成２８年６月７日 

・施行日：１年以内で政令で定める日から施行。②は２年６月以内で政令で定める日、③は公布の日から施行 

法人
制度
全般 

①認証申請書類の縦
覧期間の短縮等 

・縦覧期間 ２月→１月に短縮 
・公表の方法について、公告に加えてインターネット利用を可とする 

②貸借対照表の公告
義務 

・貸借対照表の公告を義務化し、毎年の資産登記を廃止 

③内閣府ポータルサ
イトにおける公表
努力義務 

・所轄庁及びＮＰＯ法人は、内閣府ポータルサイトにおいて一定の情報の公表
に努める。 

④事業報告書等の備
置期間の延長等 

・翌々事業年度の末日まで → 作成日から起算し５年経過した日を含む事業年度
の末日までに延長 

・所轄庁における閲覧・謄写 過去３年間 → 過去５年間に延長 

認定
制度 

⑤海外送金等提出書
の事前提出義務の
見直し 

・事前提出を不要とし、代わりに、毎事業年度１回の所轄庁への事後提出を義
務付け 

⑥役員報酬規程等の
備置期間の延長等 

・翌々事業年度の末日まで → 作成日から起算し５年経過した日を含む事業年度
の末日までに延長 

・所轄庁における閲覧・謄写 過去３年間 → 過去５年間に延長 

⑦「仮認定」の名称
変更 

・「仮認定特定非営利活動法人」の名称を「特例認定特定非営利活動法人」に
改める。 

●地方税法第 314条の 7（寄附金税額控除）

・ＮＰＯ法人の行う事業に関連する寄附金のうち、住民

の福祉に寄与する寄附金として当該市町村の条例で定

める寄附金について一定額を個人住民税から控除 

 （寄附金－2,000 円）×６％＝税額控除額 

・この条例の定めは、対象となるＮＰＯ法人から申出が

あった場合において適切と認められるときに行うもの

とし、当該条例でＮＰＯ法人の名称及び主たる事務所

の所在地を明らかにしなければならない。 

●本市市税条例第 23条の 5 

・地方税法に規定する条例で定める寄附金は、ＮＰＯ法

人の行う事業に関連する寄附金のうち、住民の福祉の

増進に寄与するものとして、別に定める条例において

規定するＮＰＯ法人に対するものとする。 

●本市指定条例別表

・控除対象となるＮＰＯ法人の名称と主たる事務所の所

在地を別表で規定＝「条例指定」 

●本市基準条例 「条例指定」の基準・手続を規定

【公益要件】

 ア 市内において、不特定かつ多数の市民の利益に資す

ると認められる継続的な活動が行われていること。 

 イ 次のいずれかの条件に適合し、地域において広い支

持があると認められること。 

  ①年 3,000 円以上寄附をした市民が年平均 50人以上 

  ②年 1,000 円以上寄附をした市民が年平均 100 人以上 

  ③認定ＮＰＯ法人であること。 

【運営要件】

 ・運営組織、経理、事業活動等に関する各種基準 

基準条例を踏まえて定める条例に委任 

基準条例附則の

〈検討規定〉
＝

「この条例の施行後、特定非営利活動促進法及びこの条例の実施状況、特定非営利活動
を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、必要があると認めるときは、この条例の内
容について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。」

自治体の条例に委任 

条例指定を受けることにより、認定を受けやす

くなるため、認定制度とのバランスを考慮した

制度設計

●特定非営利活動促進法 「認定」の基準・手続を規定

【PST基準】広く市民から支援を受けていることを測る基準 

 イ 経常収入金額に占める寄附等の割合１／５以上 

 ロ 年 3,000 円以上の寄附者が年平均 100 人以上 

 ハ 地方税法の規定により条例で指定されたＮＰＯ法人 

【運営要件】

・運営組織、経理、事業活動等に関する各種基準 

⇒寄附に係る所得税、住民税、法人税等の税制優遇

資料１ 

※PST：パブリックサポートテストの略



特定非営利活動法人の条例指定制度に係る手続の改正について 

５ 川崎市指定特定非営利活動法人審査会の答申  

 ・前記のような状況を踏まえ、基準条例附則に定める検討を行う必要があることから、本年４月、「川崎市指定特

定非営利活動法人審査会」に対して、条例指定制度の今後の運用の考え方や具体策等について諮問 

 ・審査会において、４月以降、４回の会議を開催し（4/28、5/27、7/14、8/30）、9月30日付けで答申 

６ 改正の内容  

項目 改正前 改正後 

１ ＮＰＯ法

一部改正の

趣旨を踏ま

えた規定の

整備 

(1)指定申出時にお

けるインターネッ

ト公表の追加 

(2)指定関係書類の

備え置き期間の延

長等 

【法人の備え置き期間】 

【本市の閲覧・謄写期間】 

２ 審査会答

申の趣旨を

踏まえた改

正 

 指定ＮＰＯ法人が

本市の認定を受けて

いる場合における手

続の簡素化 

７ スケジュール（予定）  

平成２８年 平成２９年 

６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 

～「特定非営利活動法人条例指定制度の今後の運用について（答申）」のポイント～

１ 条例指定制度の運用によって目指す方向性

 ○市民からＮＰＯ法人への寄附が根付いていくことは、多様性・柔軟性・きめ細かさといった特徴を

もつＮＰＯ活動と連動して、市民による相互支援で暮らしやすい地域をつくっていく上で重要 

 ○行政としては、条例指定制度の運用を通じて、寄附を受けながら地域で活動する主体として、指定

基準に定める「地域で広く支持を受け、適正に運営されるＮＰＯ法人」が増えていくことで、市民

の暮らしやすい地域づくりに寄与するよう取り組むべき 

２ 指定基準のあり方

 ○現行の指定基準は当面継承しながら、この基準を満たす法人を育てる方向で取り組むべきである。 

（理由）・地域における支持の実績を測るために、一定程度の金銭的負担があるかどうかをみること

で透明性と公平性を確保できるとした制度導入時の考え方は現時点でも妥当であること。 

     ・川崎市の指定基準は、地域に求められるＮＰＯ法人のあり方も表すものであること。 

     ・今般の特定非営利活動促進法の改正で認定のＰＳＴ基準が変更されていないこと。 

３ 具体的な取組

  現行の指定基準を継承しつつ、「地域で広く支持を受け、適正に運営されるＮＰＯ法人」を増やし

ていくために、次のような取組を進める必要がある。 

（１）制度の使いやすさの向上

   条例指定の取得意向がある法人が必要以上に時間や労力をかけず手続を行えるようにする。 

  ア 条例指定及び認定の提出書類の重複解消など手続面の簡素化 

  イ 基準・運用の明確化と事前判定の仕組みの検討 

  ウ 法人設立段階からの指定基準等の周知 

（２）条例指定ＮＰＯ法人等への寄附促進

   制度の本来目的であるＮＰＯ法人に対する財政的支援を実現し、指定取得の効果を高める。 

  ア 条例指定ＮＰＯ法人等のファンドレイジング力向上に向けた支援 

  イ 制度の周知や条例指定ＮＰＯ法人等の活動に関する広報の支援 

  ウ 企業等の地域・社会貢献の取組を奨励する仕組みの検討 

（３）法人の運営基盤の整備・強化のサポート

   条例指定を取得しうるＮＰＯ法人の拡大、事業の効果的実施、ＮＰＯ法人の信頼性向上を図る。 

  ア 会計、税務、労務等の専門家による相談体制の整備 

  イ 法人運営の管理面を継続的にサポートするスタッフ人材の育成等 

  ウ 中長期的な経営視点に立った伴走型の支援体制の整備 

指定関係 認定関係 指定関係 認定関係 ＋

認定関係書類の作成、備置き、提出

をしている場合、内容が重複する指

定関係書類の作成等を免除する 

事業年度終了時等に、条例指定及

び認定関係書類をそれぞれ作成、

備置き、提出しなければならない 

公告 ＋
インターネ

ット公表
公告

公表の方法として、インタ

ーネット公表を追加 

指定申出時の公表の方法

として、「公告」を規定 

翌々事業年度

の末日まで

作成の日から起算して５年を経過

した日を含む事業年度の末日まで

過去３年間分 過去５年間分

認定関係書類の備置き期

間の延長等に準じて改正 

認定関係書類の備置き期

間に準じて期間を設定 

●パブリックコメント
11/11～12/20 

●文教委員会報告
11/4 

●文教委員会報告

●改正条例提案 ●条例
施行

審査会答申●
9/30 

●改正ＮＰＯ法公布
6/7 



本年６月、特定非営利活動の一層の健全な発展を図るとともに、特定非営利活動法人の運営の透

明性を確保するため、特定非営利活動促進法（NPO法）の改正が行われました。 

 また、本年４月、川崎市指定特定非営利活動法人審査会に対し「条例指定制度の今後の運用につ

いて」諮問を行い、同年９月に答申が出されました。 

 これらを踏まえて指定特定非営利活動法人に係る手続を改正すべく、「川崎市個人市民税の控除

対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人の基準等に関する条例（以下「指定条例」とい

う。）」の一部を改正したいと考えていますので、市民の皆様のご意見を伺います。

● 意見募集期間
平成２８年１１月１１日（金）～平成２８年１２月２０日（火）（消印有効）

● 意見を提出できる方
市内在住、在勤、在学の方 又は 市内で市民活動をしている方（個人・団体は問いません）

● 応募方法
ご意見とともにお名前･住所･電話番号をご記入の上、郵送、ファックス、直接持参、ホームペー

ジからのフォームメールで提出してください。

※電話や来所による口頭でのご意見はお受けできませんので、ご了承ください。

● 意見提出用書式
書式は自由ですが、用紙の大きさはＡ４サイズでお願いいたします。 

※参考として当パンフレットの裏面に意見書用紙を用意いたしましたので、ご活用ください。 

● ホームページアドレス
「パブリックコメント／意見を募集している政策等（条例等）」一覧ページ

http://www.city.kawasaki.jp/templates/pubcom/0-Curr-20-20.html 
「NPO 法人関連」ページ

http://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/32-7-6-0-0-0-0-0-0-0.html 
● 意見提出先・問合せ先
川崎市 市民文化局 コミュニティ推進部 市民活動推進課

 住所：〒２１０－０００７ 川崎市川崎区駅前本町１１番地２ 川崎フロンティアビル７階

 電話：０４４－２００－２３４１ FAX：０４４－２００－３８００

※お寄せいただいたご意見に対して個別に回答はいたしませんので、ご了承ください。

条例指定制度は、個人住民税の寄附金控除の対象となるＮＰＯ法人を各自治体が条例によ

り指定できる制度です。市又は県が指定した法人への寄附金に対しては寄附金控除が適用さ

れ、寄附金の６％が市民税から、４％が県民税からそれぞれ税額控除されます。また、ＮＰ

Ｏ法人の事務所がある自治体で条例指定を受けると、認定基準のうち、最も難しいといわれ

ている基準を満たすことになるため、多様な税制優遇を受けられる認定ＮＰＯ法人になりや

すくなります。 

川崎市では、市民のＮＰＯ法人に対する寄附の気運を醸成することにより、市民による相

互支援を促進し、もって市内における特定非営利活動の健全な発展を図ることを目的とし

て、平成２４年７月に制度を導入しました。 

資料２



主な変更点は、次のとおりです。

①海外への送金又は金銭の持出しに関す

る書類の事前提出義務に係る規定の見

直し

 海外への送金又は金銭の持出しに関す

る書類の所轄庁への事前提出が不要と

なります。

②役員報酬規程等の備置期間の延長等

ア）役員報酬規程等の法人事務所備置期

間が「作成の日から起算して５年を経

過した日を含む事業年度の末日まで

の間」に延長されます。

イ）所轄庁に提出された役員報酬規程等

の閲覧・謄写期間が「過去５年間」に

延長されます。

③仮認定ＮＰＯ法人の名称の変更

 「仮認定」ＮＰＯ法人の名称が「特例認

定」ＮＰＯ法人に変更されます。

 主な変更点は、次のとおりです。

①認証申請の添付書類の縦覧期間の短縮等 

 認証申請の添付書類の縦覧期間が「１か月」に

短縮されるとともに、現行の「公告」に加えて

「インターネットによる公表」が可能となりま

す。

②貸借対照表の公告及びその方法 

 貸借対照表を公告しなければならず、その方法

として、「官報」、「日刊新聞紙」、「電子公告（内

閣府ポータルサイトの利用含む。）」、「公衆の見

やすい場所に掲示」のいずれかを定款に定める

必要があります。

③事業報告書等の備置期間の延長等 

ア）事業報告書等の法人事務所備置期間が「作

成の日から起算して５年を経過した日を含む

事業年度の末日までの間」に延長されます。

イ）所轄庁に提出された事業報告書等の閲覧・

謄写期間が「過去５年間」に延長されます。

１ 条例指定制度の運用によって目指す方向性

 ○市民からＮＰＯ法人への寄附が根付いていくことは、多様性・柔軟性・きめ細かさといった特徴

をもつＮＰＯ活動と連動して、市民による相互支援で暮らしやすい地域をつくっていく上で重要

 ○行政としては、条例指定制度の運用を通じて、指定基準に定める「地域で広く支持を受け、適  

  正に運営されるＮＰＯ法人」が増えていくことで、市民の暮らしやすさの向上に寄与することが

できるように取り組んでいくべき

２ 指定基準のあり方

 ⇒現行の指定基準は当面継承しながら、この基準を満たす法人を育てる方向で取り組むべき

３ 具体的な取組

制度の使いやすさの向

上

条例指定及び認定の提出書類の重複解消など手続面の簡素化

基準・運用の明確化と事前判定の仕組みの検討

法人設立段階からの指定基準等の周知

条例指定ＮＰＯ法人等

への寄附促進

条例指定ＮＰＯ法人等のファンドレイジング力向上に向けた支援

制度の周知や条例指定ＮＰＯ法人等の活動に関する広報の支援

企業等の地域・社会貢献の取組を奨励する仕組みの検討

法人運営の基盤整備・

強化のサポート

会計、税務、労務等の専門家による相談体制の整備

法人運営の管理面を継続的にサポートするスタッフ人材の育成等

中長期的な経営視点に立った伴走型の支援体制の整備

詳しい内容については、下記の内閣府のホームページをご参照ください。
https://www.npo-homepage.go.jp/kaisei

詳しい内容については、下記の川崎市のホームページをご参照ください。
http://www.city.kawasaki.jp/250/page/0000081043.html

これまでの川崎市における指定状況や国・他都市の動向、市総合計画の策定等の状況を踏まえて、

今後の運用の考え方や具体策等を検討するため、指定条例附則の検討規定に基づき、本年４月、附属

機関である川崎市指定特定非営利活動法人審査会に対して諮問を行いました。同年９月に出された答

申の骨子は次のとおりです。



ＮＰＯ法の改正及び審査会の答申を踏まえて指定特定非営利活動法人に係る手続を改正

すべく、指定条例の一部改正を行いたいと考えています。そこで、指定条例の一部改正に

関して、次の３点につき、皆様のご意見を募集いたします。 

審査会の答申では、具体的な取組の１つとして、「制度の使いやすさの向上」に触れてお

り、この中で「条例指定及び認定の提出書類の重複解消など手続面の簡素化」を図ること

を求めています。 

 条例指定を経由して認定ＮＰＯ法人となった場合、毎事業年度終了後に作成する各種書

類等について、条例指定ＮＰＯ法人、認定ＮＰＯ法人、それぞれについて作成等が求めら

れますが、多くの法人が認定取得を目指して条例指定を取得するという実態に照らすと手

続面の負担感が大きく、そのことが条例指定の申出を躊躇する１つの要因になっていると

考えられ、本市としても出来るだけ負担を軽減する方向で制度を運用していきたいと考え

ております。 

 そこで、毎事業年度終了後に作成する各種書類等について、条例指定制度が認定制度に

準じて制度を構築し、要求される書類の内容については多くの類似性が見られることから、

指定特定非営利活動法人が本市の認定を受けている場合には、ＮＰＯ法上認定ＮＰＯ法人

として要求される書類を作成等していれば、これと内容が類似する条例指定ＮＰＯ法人と

して要求される書類については作成等を免除する、手続の簡素化を図りたいと考えており

ます。 

川崎市の条例指定制度では、ＮＰＯ法の規定を参考に、毎事業年度終了後に作成する事

業報告書等や役員報酬規程等の各種書類の法人事務所備置期間及び川崎市に提出された書

類の閲覧・謄写期間について定めています。 

今般のＮＰＯ法改正で、法人事務所備置期間が「作成の日から起算して５年を経過した

日を含む事業年度の末日までの間」に、所轄庁に提出された書類の閲覧・謄写期間が「過

去５年間」にそれぞれ延長されることから、これに合わせて、条例指定制度においても、

期間を延長したいと考えております。

次の３点について、パブリックコメントを募集します。

川崎市の条例指定制度では、ＮＰＯ法の規定を参考に、条例指定の申出があった場合に

おける公表の方法として「公告」を定めています。 

今般のＮＰＯ法改正で、「公告」に加えて新たに「インターネットによる公表」が可能と

なったことから、これに合わせて、条例指定制度においても、公表の方法として「インタ

ーネットによる公表」を追加したいと考えております。



題名 条例指定ＮＰＯ法人の基準等に関する条例の一部改正について 

氏名 
(団体の場合は、 

名称及び代表者名)

電話番号 ＦＡＸ番号 

住所(又は所在地)
＊区名まで

意見の提出日 平成  年  月  日 枚数 枚(本紙を含む) 

条例指定ＮＰＯ法人の基準等に関する条例の一部改正についての意見 

・ お寄せいただいた御意見に対する個別回答はいたしませんので御了承ください。 

・ 記載していただいた個人情報は、提出された意見の内容を確認する場合に利用します。また、個人情報は川崎市個

人情報保護条例に基づき厳重に保護・管理されます。 

・ 御意見などの概要を公表する際は、個人情報は公開いたしません。

提 出 先 

部署名 市民文化局コミュニティ推進部市民活動推進課 

電話番号 044-200-２３４１ ＦＡＸ番号 044-200-3８００ 

住所 
〒210-0007  
川崎市川崎区駅前本町11番地2 川崎フロンティアビル７階 

意 見 書


